
   
 

創刊号は、ご覧になっていただけたでしょうか。さて、今回号か

らは林業の作業と福祉の制度などについて紹介していきます。 

 
 

木を育てる第一歩は、植林作業です。今回は、そ

の方法を解説します。植林に使用する苗木は、従来

からある裸苗のほかに、コンテナ苗があります。 
現在、１ha（10,000 ㎡）当たり、スギで 2,500 本、

カラマツで 2,000 本程度を山に植えます。 

 
【裸苗（従来の苗木）の場合】 
○運搬機械が入れない場合は、苗木 400 本程度を背負袋に入れて運びます。 
○鍬（唐鍬）で、苗木の根が広がるサイズの穴を掘ります。 
○掘穴の底に苗木の根を広げ、土を戻して、足で踏み固めて終了です。 

 
 
 
 
 
 
 
【コンテナ苗の場合】 
○コンテナ苗は、効率的に生産でき、容易に植付けできる鉢（土）付きの苗木です。 
○植付作業は、専用器具のディブル(穴開け器)を土中に差し込み、苗鉢がちょうど入る 

穴を開けます。 

○そこにコンテナ苗を入れて、苗の周囲を踏み固めるだけで、作業は簡単です。 

○鉢付き苗なので、苗木１本当たりの重量があるため、背負袋に入れる本数が少なくなり

ますが、植付場所に作業道がある場合は、トラックや運搬機械等で運ぶことにより、効

率的に植栽作業ができます。 

 
 
 
 
 

 
植林作業の解説でしたが、いかがでしたでしょうか。少しイメージできたでしょうか。 

  続きまして、福祉関係のお知らせです。 
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「植林」ってどんな作業なの？ 

問合せ先：盛岡広域振興局林務部 
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 「仕事がみつからない」「社会に出るのが不安」「家賃が払

えず家を追い出されそう」など、さまざまな困難の中で生活

に困っている人の相談に応じ、「就職」「住まい」「家計管理」

「子どもの学習」等の支援を包括的にワンストップでサービ

スを提供する制度です。 

 
 

 自立相談支援事業 
 支援員が相談を受けて、どのような支援が

必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを

作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を

行います。 

 住居確保給付金の支給 
 離職などにより住居を失った方、又は失う

おそれの高い方に、就職に向けた活動をする

ことなどを条件に、一定期間、家賃相当額を

支給します。 
 就労準備支援事業 
 「社会との関わりに不安がある」、「他の人

とコミュニケーションがうまくとれない」な

ど、すぐに就労することが難しい方に、一定

期間、プログラムにそって、一般就労に向け

た基礎能力を養いながら就労に向けた支援や

就労機会の提供を行います。 

 家計改善支援事業 
 家計状況を「見える化」して根本的な課題

を把握し、相談者が自ら家計を管理できるよ

うに、状況に応じた支援計画の作成、相談支

援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付

のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援

します。 
 就労訓練事業 
 すぐに一般就労することが難しい方のため

に、その方に合った作業機会を提供しながら、

個別の就労支援プログラムに基づき、一般就

労に向けた支援を中・長期的に実施します。 
（いわゆる「中間的就労」） 

 子どもの学習・生活支援事業 
 子どもの学習支援を始め、日常的な生活習

慣や社会性を身に着けられるよう、仲間と出

会い活動が出来る居場所をつくります。また、

進路選択や進学に関する支援、高校進学者の

中退防止に関する支援、子どもの養育環境の

改善に関する助言など、子どもと保護者の双

方に支援を行います。 
 この中でも、就労に関する支援はとても重要です。 

就労は、私達にとって、単に生活の糧を得る機会というだけではなく、働く

ことを通じて地域や人とつながり、自分の役割を果たし、誇りをもって生活を

送ることができるからです。 
 また、事業所の方々にとっても、「社会との関わりに不安がある」人などを受

け入れ、誰にとっても働きやすい職場環境を作ることは、業務の効率化だけで

なく、人材の定着や育成にもつながるのではないでしょうか。 
 今後、就労に様々な困難を抱えた方々でも、それぞれの能力に応じ、就労を

通して自分らしく社会参加できるよう、少しずつ林業の現場でも受け入れてい

ただけるよう、お互いの理解を深めていきたいと考えています。 

 
 次回は、９月の発行を予定しています。 

林業の皆様に福祉の制度や取り組みをお伝えするコーナー。 

今回は「生活困窮者自立支援制度」について、紹介します。 

生活困窮者自立支援制度とは？ 

主な支援メニュー 
 

生活困窮者自立支援制度に関する問合せ先 
盛岡広域振興局保健福祉環境部保護課 
電話：019-629-6582 

 


